
い
い
じ
ゃ
ん
た
は
ら
！

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
販
売

　

市
内
で
の
消
費
喚
起
を
目
的
に
田
原
市

商
工
会
と
渥
美
商
工
会
の
共
同
事
業
に
よ

り
、
い
い
じ
ゃ
ん
た
は
ら
！
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
の
販
売
を
開
始
し
ま
す
。

▼
販
売
期
間
＝
６
月
27
日
（
土
）
～
29
日

（
月
）
午
前
10
時
～
午
後
４
時
（
完
売
し

だ
い
終
了
）
※
販
売
額
に
達
し
な
い
場
合

は
継
続
し
て
商
工
会
窓
口
に
て
販
売

▼
販
売
場
所
＝
田
原
市
商
工
会
本
所
、
道

の
駅	

田
原
め
っ
く
ん
は
う
す
・
あ
か
ば

ね
ロ
コ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
渥
美
商
工
会
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
レ
イ

▼
有
効
期
限
＝
９
月
30
日
（
水
）　

▼
販
売
額
＝
１
０
０
０
円
券
×
12
枚
つ
づ

り
（
１
万
２
０
０
０
円
分
）
を
１
万
円
で

販
売　

※
１
名
５
冊
（
５
万
円
）
ま
で

▼
発
行
団
体
＝
田
原
市
共
同
商
品
券
事
業

協
議
会
（
田
原
市
商
工
会
内
）

▼
田
原
市
商
工
会
☎
22
局
６
６
６
６

　

	

（
赤
羽
根
支
所
☎
45
局
２
０
０
０
）

▼
渥
美
商
工
会　

☎
33
局
０
４
４
１

田
原
市
中
小
企
業
者
チ
ャ
レ
ン
ジ

支
援
事
業
費
補
助
金

　

国
な
ど
の
支
援

策
の
活
用
を
目
的

と
し
て
行
う
新
業

態
の
開
発
、
新
商

品
・
新
サ
ー
ビ
ス

の
開
発
、
販
路
開

拓
お
よ
び
産
業
基
盤
施
設
整
備
な
ど
の
計

画
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
田
原
市
に
活
動
の
拠
点
ま
た
は

本
社
も
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
中
小
企

業
者
、
中
小
企
業
団
体
お
よ
び
支
援
団
体

▼
対
象
事
業
＝
①
先
進
地
等
視
察
事
業
②

専
門
家
等
招
へ
い
事
業
③
基
礎
調
査
事
業

▼
補
助
額
＝
①
旅
費
お
よ
び
視
察
手
数
料

の
３
分
の
２
（
上
限
額
＝
１
人
当
た
り

15
万
円
以
内
／
原
則
、
１
申
請
あ
た
り
３

名
ま
で
）
②
専
門
家
謝
金
お
よ
び
費
用
弁

償
の
２
分
の
１（
上
限
額
＝
50
万
円
以
内
）

③
委
託
料
、
調
査
員
報
酬
な
ど
事
業
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
経
費
の
２
分
の
１
（
上

限
額
＝
50
万
円
以
内
）　

▼
募
集
期
間
＝

７
月
15
日
（
水
）
ま
で　

▼
採
択
決
定
＝

８
月
中
旬

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
２
２

22
局
３
８
１
７

計
量
器
の
定
期
検
査
を

お
忘
れ
な
く
！

　

取
引
や
証
明
に
使
用
す

る
計
量
器
の
性
能
・
精
度
を

一
定
水
準
に
保
ち
、
公
平
な

取
り
引
き
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
検
査
で
す
。
検
査
を
受
け
ず

に
取
引
・
証
明
に
使
っ
た
場
合
、
計
量
法

違
反
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
検
査
は
忘
れ
ず
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

▼
実
施
日
／
場
所
＝
表
の
と
お
り　

▼
時

間
＝
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
正
午
／
午
後

１
時
～
３
時　

▼
検
査
手
数
料
＝
２
５
０

円
～
（
計
量
器
の
種
類
に
よ
り
異
な
り
ま

す
）　

▼
そ
の
他
＝
業
務
に
計
量
器
を
使

用
し
て
い
る

事
業
所
で
、

一
度
も
こ
の

検
査
を
受
け

た
こ
と
の
な

い
場
合
は
お

問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
２
２

22
局
３
８
１
７

「
食
品
表
示
１
１
０
番
」

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

食
品
表
示
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
や
食
品
の
品
質
表
示
の
い
っ
そ

う
の
適
正
化
を
進
め
る
た
め
に
、
東
海
農

政
局
で
は
、
食
品
の
表
示
に
関
す
る
窓
口

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

＊
食
品
表
示
１
１
０
番

　

東
海
農
政
局
豊
橋
地
域
セ
ン
タ
ー

　

☎（
０
５
３
２
）38
局
９
０
３
１

　

消
費
者
・
事
業
者
の
皆
さ
ん
か
ら
、
情

報
提
供
や
問
い
合
わ
せ
な
ど
、
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
２
２

22
局
３
８
１
７

６
月
は
暴
走
族
追
放
強
化
月
間

暴
走
を
「
し
な
い
」「
さ
せ
な
い
」「
見
に

行
か
な
い
」

～
暴
走
族　

な
く
し
て　

住
み
よ
い

　

ま
ち
づ
く
り
～

　

暴
走
族
は
、
暴
走
行
為
の
ほ
か
悪
質
な

犯
罪
を
引
き
起
こ
す
な
ど
、
少
年
非
行
の

悪
化
の
大
き
な
要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

県
警
察
・
県
・
県
民
・
事
業
者
・
市
町

村
な
ど
が
一
体
と
な
っ
て
、
暴
走
族
の
い

な
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
し

ょ
う
。

▼
文
化
生
涯
学
習
課

☎
23
局
３
６
３
５

22
局
３
８
１
１

実施日 場所
6／15月

16火 　市役所

6／17水 　渥美文化会館

6／18木 　赤羽根
　市民センター

■計量器の定期検査
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